
 
 
 

 

 

 

 

 

 

代金を振込みしても、商品が届かないなどのトラブルが発生していますので、

信頼できるウェブサイトを利用しましょう！ 

次のような特徴がみられる場合は、要注意！ 

                        
 

 

 

 

 

 

 
 消費者トラブルにあったら、すみだ消費者センター 電話５６０８－1773へご相談ください。 

【編集・発行】すみだ消費者センター 
（墨田区産業観光部産業振興課産業振興担当） 
〒131-0045 墨田区押上二丁目１２番７号 TEL03-5608-1516 

令和元年５月発行 第１５０号 

 

【ネット通販業者】 

悪質な海外ウェブサイトに 

  ご注意ください！！  

・正確な運営情報（運営責任者氏名・住所・電話番号）が記載されていない。 

・正規販売店の販売価格よりも極端に値引きされている。 

・日本語の表現が不自然である。 

・支払方法が銀行振込み(個人名義)となっており、クレジットカードが利用できない。 

            

５月は消費者月間です！ 

「ともに築こう 豊かな消費社会 

～誰一人取り残さない 2019～」 

 

消費者が、安全・安心で豊かに暮らすことがで

きる社会の実現に向け、消費者、事業者、地方

公共団体、国などの全てのステークホルダーが

共通の目標を共有し、連携して行動することの

きっかけとなるよう、2019年度も継続的取

組を重視して、統一的テーマとして掲げていま

す。 

※消費者月間統一テーマ趣旨（消費者庁）から 

一部抜粋 

 

   チェックポイント 



 

 

【相談事例】                              

 フリマサイトにモバイルバッテリーを出品したところ、運営業者から「ＰＳＥマークのないモ

バイルバッテリーの出品は禁止されているので、直ちに出品停止や削除を行うように」と連絡が

きた。自分が普段、使っているモバイルバッテリーにはＰＳＥマークがないので、何故、出品で

きないのかわからない。 

 

【アドバイス】                     

モバイルバッテリーによる、発火、爆発などの事故が近年増加傾向にあることを踏まえて、モ

バイルバッテリーが「電気用品安全法」の対象商品になり、平成３１年２月１日よりＰＳＥマー

クの表示が必須になりました。 

２月１日以降、ＰＳＥマークが付いていないモバイルバッテリーは「製造・販売・輸入」がで

きなくなりました。 

個人がオークションサイトやフリマサイトでモバイルバッテリーを出品することは販売に該当

する為、ＰＳＥマークがないものは出品することができません。 

平成３１年２月１日以前に購入したＰＳＥマークが付いていない製品を使用したとしても問題

はありませんが、使用中に「モバイルバッテリーが膨らんでいる」「モバイルバッテリーから異

臭がする」「モバイルバッテリーが熱くなる」などいつもと違っておかしいなと思ったら、直ち

に使用を中止してください。 

誤った取り扱いによる事故も発生しているため、取り扱いには十分注意をしましょう。 

 

 

 

 

 

 


